
○高山市森林作業道維持修繕事業補助金交付要綱 

令和４年６月７日 

決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、近年多発する自然災害を踏まえ、壊れにくく持続的に活用できる災害に強い

森林作業道づくりを目指し、森林の多面的機能の発揮を図るため、森林作業道を管理する団体が

取り組む維持修繕活動を支援することを目的とし、高山市補助金交付規則（昭和３４年高山市規

則第５号）に定めるもののほか、交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、森林作業道とは、伐採、造林、保育等の森林施業を行うために、林道

等から作業現場へ向けて開設された低規格（幅員３メートル程度）の作業用道路をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たす森林作業道の維持修繕事業とする。

この場合において、同一路線で施工地が複数あるときは、施工地の間隔が１５０ｍ以内ごとに１

施工地とし、１施工地ごとに、それぞれ補助対象となる事業とする。 

(1) 他の補助金の交付対象外の事業であること。 

(2) 事業実施に関して森林所有者等関係者との調整が図られていること。 

(3) 事業実施後３年間は、当該事業を実施した森林作業道のパトロールを年２回以上実施するこ

と。 

(4) １施工地当たりの補助対象経費が５万円以上であること。 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、市内民有林の森林作業道を管理する市内の団体及び林業事業体とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、次に掲げる森林作業道の維持修繕活動に要する機械運転経費、労務費、

資材費等とする。 

(1) 森林作業道の通行を確保するための崩土除去、倒木除去、路面補修又は路側補修等 

(2) 雨水処理のための排水施設整備等 

２ 前項の補助対象経費は、補助対象経費に掲げる工法毎に市長が定める単価により算出された額

と当該事業に要した実行経費とを比較し金額の少ない方を上限とする。 

（補助限度額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に５分の４を乗じた額とし、１施工地当たり１００万円を上

限とする。 

２ 補助金の額の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 



（交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者は、事業に着手する前までに、高山市森林作業道維持

修繕事業補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

(1) 事業計画書（別記様式第２号） 

(2) 収支予算書（別記様式第３号） 

(3) 事業費算出表（申請）（別記様式第４号） 

(4) 位置図 

(5) 図面 

(6) 現況写真 

２ 前項の補助金の交付の申請においては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（補助対象となる事業の経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び

当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た

金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減

額しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものにつ

いては、この限りでない。 

（補助金交付決定前の着手） 

第８条 前条に規定する申請書を提出した者は、やむを得ない事情により交付決定前に着手する必

要がある場合は、あらかじめ、その理由を具体的に付して、高山市森林作業道維持修繕事業交付

決定前着手届（別記様式第５号）により届け出なければならない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、高山市森林作業道維持修繕事業補助金交付決

定通知書（別記様式第６号）により、当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。 

（補助事業の変更等） 

第１０条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、当該決定に係る事

業（以下「補助事業」という。）の内容又は経費の配分を変更又は補助事業を中止しようとする

場合は、市長に高山市森林作業道維持修繕事業補助金変更（中止）承認申請書（別記様式第７号）

を提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、補助対象事業の内容の変更等を

承認したときは、速やかに高山市森林作業道維持修繕事業補助金変更（中止）承認通知書（別記

様式第８号）を当該承認の申請をした者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 



第１１条 市長は、交付決定の後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(3) 事業を中止したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに高山市森林作業道

維持修繕事業補助金交付決定取消通知書（別記様式第９号）を補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに高山市森林作業道維持修繕事業補

助金実績報告書（別記様式第１０号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 事業完了報告書（別記様式第２号） 

(2) 収支決算書（別記様式第３号） 

(3) 事業費算出表（精算）（別記様式第４号） 

(4) 作業日報（別記様式第１１号） 

(5) 補助対象経費の支出が確認できる書類（領収書の写し等） 

(6) 位置図 

(7) 図面 

(8) 写真（着工前・施工状況・完成） 

（交付請求） 

第１３条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、高山市森林作業道維持修繕事業

補助金交付請求書（別記様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

（関係図書の保存） 

第１４条 補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿及び支払に関する

証拠書類については、対象事業が完了した日から５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第７条関係） 

別記様式第２号（第７条、第１２条関係） 

別記様式第３号（第７条、第１２条関係） 

別記様式第４号（第７条、第１２条関係） 

別記様式第５号（第８条関係） 

別記様式第６号（第９条関係） 

別記様式第７号（第１０条関係） 

別記様式第８号（第１０条関係） 

別記様式第９号（第１１条関係） 

別記様式第１０号（第１２条関係） 

別記様式第１１号（第１２条関係） 

別記様式第１２号（第１３条関係） 

 


